
お知らせ

平成23年11月１日号 18

●
日
　
時　

11
月
17
日(

木)

　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分　

正
午
開
場

●
場
　
所

　

那
須
野
が
原
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル

　

大
ホ
ー
ル

●
テ
ー
マ
　
「
食
育
の
す
す
め
〜
大
切
な

　

も
の
を
失
っ
た
日
本
人
」

●
講
　
師

　

服
部　

幸
應
氏(

料
理
解
説
者
・
服
部

　

栄
養
専
門
学
校
校
長)

《
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
》

　

１
９
４
５
年
、
東
京
生
ま
れ
。
立
教
大 

　

学
卒
。
健
康
大
使
や(

社)

全
国
調
理
師

　

養
成
施
設
協
会
会
長
を
は
じ
め
役
職
多

　

数
。
藍
綬
褒
章
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
政
府

　

よ
り
国
家
功
労
勲
章
な
ら
び
に
農
事
功

　

労
勲
章
を
受
賞
。
Ｔ
Ｖ
や
ラ
ジ
オ
で
も

　

活
躍
し
、
食
に
関
す
る
著
書
多
数
。

●
対
象
者　

大
田
原
市
民

●
定
　
員　

１
１
０
０
名(

先
着
順)

●
入
場
料　

無
料

●
申
込
方
法　

事
前
の
申
し
込
み
は
不
要
。

　

受
講
を
ご
希
望
の
方
は
、
セ
ミ
ナ
ー
当

　

日
、
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
主
　
催　

大
田
原
市
健
康
長
寿
都
市
推

　

進
委
員
会
、
大
田
原
市

■
問
い
合
わ
せ

　

大
田
原
市
健
康
長
寿
都
市
推
進
委
員
会

　

事
務
局(

健
康
政
策
課
内
）

　
　
　

(

２
３)

８
７
０
４

　
12
月
１
日
の
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
に
ち
な

ん
で
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
即
日
検
査
を
実
施
し
ま
す
。

●
日
　
時

　

11
月
29
日(

火)

〜
12
月
１
日(

木)

　

午
後
３
時
〜
４
時

●
場
　
所　

県
北
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
検
査
内
容　

Ｈ
Ｉ
Ｖ
即
日
検
査
、
相
談
。

※
予
約
不
要
、
匿
名
、
無
料
で
受
付
。
感

　

染
機
会
か
ら
12
週
経
過
し
た
人
が
対
象
。

●
検
査
結
果　

採
血
後
１
時
間
程
度
で
本

　

人
面
接
の
う
え
直
接
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

場
合
に
よ
り
、
詳
し
い
検
査
が
必
要
と

　

な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

県
北
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

健
康
対
策
課
感
染
症
予
防
担
当

　
　
　

(

２
２)

２
６
７
９

●
主
　
催　

塩
原
視
力
障
害
セ
ン
タ
ー
、

　

国
際
医
療
福
祉
大
学
、
国
際
医
療
福
祉

　

大
学
病
院

●
日
　
時　

12
月
３
日(

土)

　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

●
場
　
所　

国
際
医
療
福
祉
大
学
病
院
Ｂ

　

棟
４
階
研
修
室
４(

病
院
玄
関
か
ら
会

　

場
ま
で
ス
タ
ッ
フ
が
ご
案
内
し
ま
す
。)

●
内
　
容　

日
々
の
生
活
に
役
立
つ
便
利
グ

　

ッ
ズ
の
紹
介
、
炊
飯
器
を
利
用
し
た
簡
単

　

調
理
、
白
杖
や
音
声
パ
ソ
コ
ン
体
験
な
ど

●
対
　
象　

見
え
な
い
・
見
え
に
く
い
方

　

ご
本
人
、
ご
家
族
、
そ
の
他
関
心
の
あ

　

る
方
な
ら
ど
な
た
で
も
参
加
可

●
定
　
員　

30
名
程
度

●
受
講
料　

無
料

●
申
込
方
法　

12
月
２
日(

金)

ま
で
に
塩

　

原
視
力
障
害
セ
ン
タ
ー
ま
で
電
話
で
申

　

し
込
み
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

塩
原
視
力
障
害
セ
ン
タ
ー
支
援
課

　
　
　

０
２
８
７(

３
２)

３
６
０
４

健
康
セ
ミ
ナ
ー（
第
４
回
）

見
え
な
い・
見
え
に
く
い
方
の
た

め
の
お
役
立
ち
講
座
を
開
催

県
北
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

服部　幸應   氏

国民年金からのお知らせ国民年金からのお知らせ国民年金からのお知らせ

■問い合わせ　　　　　

　年金を受ける権利は、本人が死亡するとなくなりますので、
年金を受けている方が亡くなられた時は、「死亡届」の提出が
必要です。
　この届出が遅れますと、年金を多く受け取りすぎて、後で返
さなければならなくなることもありますので、ご注意ください。
　なお、亡くなられた方がまだ受け取っていない年金があると
きは、生計を同じくしていた遺族の方からの請求によって、そ
の年金が支払われます。請求できる遺族の範囲・順位は、年金
を受けていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた、
配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
●死亡一時金
　国民年金の第１号被保険者として保険料を納めた月数が36
　月以上ある被保険者が、老齢・障害基礎年金のいずれも受け
　ないまま死亡したとき、死亡者と生計を同じくしていた遺族
　に支給されます。
　ただし、その方の死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族
　がいる場合には支給されません。請求できる遺族の範囲・順位
　は、死亡者の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順
　です。
　死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて決まります。
　なお、付加保険料を納めた期間が36月以上ある場合は、さ
　らに８５００円が加算されます。

年金受給者が亡くなったときには年金受給者が亡くなったときには

市国保年金課国民年金係　　　　(２３)８９２８
　大田原年金事務所総合相談室　　(２２)６３１１
　

日　時 場　所

11月30日(水)
10:00～11:30

内　容

大田原保健
センター

講話・実習(デモ
ンストレーション)

持ち物

母子健康手帳
(親子健康手帳)

もぐもぐごっくん教室　※要電話予約
■問い合わせ 　こども課母子健康係　　(23)8634

おたっしゃくらぶ
■問い合わせ 　高齢いきがい課介護予防係　　(23)8917

日　時 場　所

11月22日(火)
　9:30～11:30

内　容

大田原保健
センター

与一いきいき体操
足の手入れ

はっとり ゆきお


